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共
謀
罪
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
国
会
に
提
出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
改
正
案
」
で
、
共
謀
罪
の
新
設
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

共
謀
罪
に
関
し
て
お
尋
ね
す
る
。

一

共
謀
罪
を
規
定
す
る
条
文
（
第
六
条
の
二
）
中
、
「
団
体
の
活
動
と
し
て
」
と
「
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
の
」
に
あ

る
、
「
団
体
」
と
「
組
織
」
の
違
い
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二

以
下
の
う
ち
、
共
謀
罪
を
規
定
す
る
条
文
中
、
「
団
体
の
活
動
と
し
て
」
と
あ
る
、
「
団
体
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
全

く
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
ま
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
は
ど
れ
か
。

自
衛
隊
、
自
衛
隊
の
一
部
組
織
（
一
部
隊
等
）
、
府
省
庁
、
府
省
庁
の
一
部
組
織
（
部
・
課
・
室
等
）
、
独
立
行
政
法

人
、
特
殊
法
人
、
公
益
法
人
、
地
方
自
治
体
、
地
方
自
治
体
の
一
部
組
織
（
部
・
課
等
）
、
政
党
、
政
党
支
部
、
資
金
管
理

団
体
、
政
治
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
団
体
、
同
窓
会
、
趣
味
の
会
、
医
療
法
人
、
宗
教
法
人
、
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
マ

ス
コ
ミ
、
株
式
会
社
、
商
店
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
労
働
組
合
、
家
族
、
町
会
、
商
店
会
、
老
人
会

三

昨
日
、
知
り
合
っ
た
二
人
は
、
共
謀
罪
に
規
定
す
る
団
体
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

ま
た
、
一
週
間
前
に
知
り
合
っ
た
三
人
は
団
体
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

一



四

共
謀
罪
は
、
酒
の
席
の
話
で
も
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

五

共
謀
罪
が
当
て
は
ま
る
罪
は
六
一
五
種
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
道
路
交
通
法
の
罪
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
具
体
的

に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
共
謀
罪
が
当
て
は
ま
る
の
か
。

六

次
の
事
例
は
共
謀
罪
成
立
の
可
能
性
は
あ
る
か
。

�

バ
イ
ク
に
よ
る
引
っ
た
く
り
遂
行
を
共
謀
し
た
「
引
っ
た
く
り
団
」
だ
が
、
犯
行
直
前
に
な
っ
て
怖
く
な
り
、
犯
行
を

中
止
し
た
ケ
ー
ス
。

�

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
反
対
グ
ル
ー
プ
が
、
翌
日
の
建
設
工
事
の
妨
害
を
狙
っ
て
、
座
り
込
み
遂
行
を
話
し
合
い
で
決
め
た

ケ
ー
ス
。

�

前
項
の
事
例
で
、
直
前
に
座
り
込
み
を
中
止
し
た
場
合
。

�

選
挙
事
務
所
ぐ
る
み
で
、
い
っ
た
ん
買
収
の
遂
行
を
共
謀
し
た
が
、
そ
の
後
、
直
前
に
全
員
の
話
し
合
い
で
中
止
し
た

ケ
ー
ス
。

�

あ
る
省
庁
の
一
部
組
織
が
、
特
定
政
治
家
の
追
い
落
と
し
の
た
め
に
、
機
密
文
書
の
公
表
（
違
法
行
為
）
を
共
謀
し
た

ケ
ー
ス
。

二



七

通
信
傍
受
法
（
い
わ
ゆ
る
盗
聴
法
）
で
、
今
回
の
共
謀
罪
に
関
係
し
た
通
信
傍
受
は
可
能
か
。

今
後
又
は
遠
い
将
来
、
共
謀
罪
で
の
通
信
傍
受
を
可
能
と
す
る
法
改
正
案
の
国
会
提
出
等
の
予
定
は
あ
る
の
か
。

以
上
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


